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さ情審査答申第１３４号 

平成２８年１１月２日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人 様 

 

さいたま市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  池 上 純 一   

 

答 申 書 

 

平成２８年１月２６日付けで貴職から受けた、「本人以外が請求した本人の住

民票の交付請求書 平成２７年９月４日～１１月４日まで」（以下「本件対象個

人情報」という。）の一部開示決定（以下「本件処分」という。）に対する異議

申立てに係る諮問について、次のとおり答申します。 

 

第１ 審査会の結論 

本件異議申立てに係る、平成２７年１１月２０日付け緑区区第１１９２号

により、さいたま市長（以下「実施機関」という。）が行った本件処分は妥当

である。 

 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

 １ 異議申立ての趣旨 

本件異議申立ての趣旨は、さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さ

いたま市条例第１８号。以下「条例」という。）第１３条第１項に基づく本

件対象個人情報の開示請求に対し、実施機関が行った本件処分を取り消し、

本件対象個人情報のうち、不開示部分の開示を求めるものである。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は、異議申立書、意見書

及び口頭意見陳述によるとおおむね以下のとおりである。 

⑴  異議申立人の妻は、東京都内に宅地を所有しているが、何者か（いわ

ゆる地面師）によって、免許証を偽造され、居住するさいたま市で印鑑

廃止届、印鑑登録手続きがなされ、「売買」名目で所有権移転登記手続き

がなされてしまい、さらに転売されたことが判明した。 

⑵  さいたま地方法務局に相談したところ、印鑑証明書を持って、東京法

務局管轄出張所で調べてもらうようにアドバイスを受け、緑区役所原山

出張所へ出向き、窓口に妻の印鑑カードを提出し、印鑑証明書発行の手
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続きをすると、印鑑は変えているでしょうと疑われ、印鑑カードを奪い

取られ、緑区役所に行って再発行してもらうように言われた。 

⑶  印鑑廃止届、印鑑登録申請手続きには、偽造された妻の運転免許証が

使用されたと推測されるが、調査の結果、その直前に、弁護士を請求者

とする住民票の写し等職務上請求書（以下「職務上請求書」という。）

によって異議申立人世帯全員の住民票が交付されており、その住民票が

なんらかの形で加害者に渡り、その記載事項である妻の生年月日等が運

転免許証の偽造に使用されたのである。 

⑷  その後、何日経っても緑区役所からは被害回復の処置についての何ら

のアドバイスもなかった。むしろ私達被害者に敵対心をもって非協力的

な対応をとってきた。緑区役所の担当者に被害届を出すようにお願いし

たが、一方的に反論するだけだった。これは、私達の被害回復捜査への

大きな妨害のひとつではないか？ 

⑸  妻所有の宅地については、処分禁止の仮処分を得たうえ、東京地方裁

判所に所有権移転登記抹消請求訴訟を提起し、登記を全て抹消せよとい

う判決を得ている。今後は損害賠償や処罰等、民事・刑事の加害責任を

追及したい。ついては加害者を特定するために職務上請求書の請求者、

使者、利用目的、利用目的の内容、依頼者の氏名等の記載を知る必要が

ある。なお、刑事事件としては被疑者不詳のまま世田谷警察署長宛に告

発状を提出している。 

⑹  ところで、この職務上請求書は日本弁護士連合会の統一用紙であり、

弁護士が所属弁護士会を通じて購入するものであるが、異議申立人の調

査からこの用紙を購入した弁護士は判明している。また、訴訟を提起す

べく住民票の写しを申請しているようだが、妻は何人からも訴訟を起こ

される覚えはないし、現在に至るまで訴訟を提起されていない。 

⑺  職務上請求書の「住所又は本籍」欄の記載は、「浦和市」と記載され

ていたが、のちに「さいたま市緑区」と加筆されている。何人も取得可

能な登記簿謄本を見て、登記簿謄本に記載の妻の住所「浦和市」を請求

書に記載したことは明らかである。 

こうして取得された住民票が運転免許証の偽造に使用された可能性が

極めて高い。よって本件処分に異議申立てをする。 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 

  実施機関は、理由説明書及び口頭意見陳述において、以下のように説明し

ている。 

１ 異議申立人は、妻所有の都内世田谷区の土地について、何者かによってさ
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いたま市緑区役所に印鑑廃止届と印鑑登録がなされ、「売買」名目で所有権

移転登記、そして転売されたことを知ったことから、妻の運転免許証が偽造

されたうえ、この偽造運転免許証が手続きに使われたとして、どのような経

緯で何者かが妻の生年月日を知るに至ったのか、また、新たな被害が異議申

立人等に及ぶことをおそれて、本人以外が請求した本人の住民票交付請求書

の開示請求をした。 

２ 本件開示請求につき、実施機関は平成２７年１０月８日申請の職務上請求

書及び請求者の事務職員を使者とする旨の委任状を特定したうえ、請求者で

ある弁護士の氏名、弁護士登録番号、事務所所在地、事務所名、電話番号、

ＦＡＸ番号を開示するとともに、以下のＡ情報とＢ情報を不開示とする一部

開示決定をした。 

   Ａ 請求に係る者の氏名、利用目的の内容、業務の種類、依頼者の氏名

又は名称、使者(事務職員限定)の住所、氏名及び印、代理人とする旨

の委任状の受任者(使者)の住所、氏名。 

  Ｂ 職務上請求書に押印された請求者の職印及び捨印、委任状に押印され

た請求者の職印及び捨印。 

３ 異議申立人は、職務上請求書によって第三者に交付された異議申立人世

帯全員の住民票記載事項が、妻の運転免許証の偽造等に利用された結果、

妻所有の土地について所有権移転登記がなされたうえ転売された可能性が

あるとし、当該土地については既に処分禁止の仮処分を得ているが、異議

申立人や妻に新たな被害が及ぶことを防止し、加害者を特定することによ

って加害者に対する損害賠償請求、刑事告訴等のために、職務上請求書の

うち不開示とされた請求に係る者の氏名、利用目的、利用目的の内容、依

頼者の氏名、使者等の記載を知る必要があるので異議申立てをしたとする

ものである。 

４ 異議申立人は、本件開示請求の際に、警察に相談している旨を実施機関

に述べたが、実施機関としては本件職務上請求自体が犯罪にかかわりがあ

るとまで認定することはできなかったので、上記Ａ情報については、それ

が第三者に関する情報であり、開示することにより特定の個人を識別でき

る情報であって、異議申立人以外の者の正当な権利利益を害するおそれが

あるとの理由で、Ｂ情報については、開示することによって公となり偽造

されるなど当該請求書の請求者である弁護士の不利益となるおそれがあり、

条例第１４条第２号に該当することからいずれも不開示としたものであり、

処分は妥当である。 

 

第４ 審査会の判断の理由 



4 

１ 本件対象個人情報について  

   異議申立人は、平成２７年１１月１３日付け個人情報開示請求書を実施

機関に提出し、第三者が異議申立人世帯全員の住所情報が記載された住民

票を請求するに際して提出した住民票交付請求書（同２７年９月４日から

同１１月４日までの間のもの）の開示を求めた。実施機関は当該第三者か

ら提出された平成２７年１０月７日付けの職務上請求書及び当該請求にか

かる委任状１通を本件対象個人情報と特定した。 

２ 本件異議申立てについて   

   異議申立ての要旨は、職務上請求書によって第三者に交付された異議申

立人世帯全員の住民票がなんらかの形で加害者に渡り、その住民票記載事

項が妻の運転免許証の偽造等に利用された結果、妻所有の土地について所

有権移転登記がなされたうえ転売された可能性があるとし、異議申立人や

妻に新たな被害が及ぶことを防止し、また、加害者を特定することによっ

て加害者に対する損害賠償請求、刑事告訴等のために、職務上請求書のう

ち不開示とされた請求に係る者の氏名、利用目的、利用目的の内容、依頼

者の氏名、使者等の記載を知る必要があるとするものである。 

３ 本件処分の当否について 

⑴  住民基本台帳法第１２条の３では、本人（又は本人と同一の世帯に属

する者）以外の者について、一定の要件のもとに住民票の写し等の交付

請求を認めている。本件交付請求は、弁護士が同条の３第２項に基づき、

依頼者が住民票の記載事項を利用するにつき正当な理由を有するとし

て、職務上請求書に必要事項を記載し、使者をして請求したものである。 

さいたま市は特定事務受任者である弁護士からの請求として、異議申

立人の世帯全員の住民票の写しを同弁護士の使者に交付した。 

⑵  異議申立人の個人情報開示請求に対し、実施機関は当該職務上請求書

及び当該請求にかかる委任状を本件対象個人情報と特定したうえ、職務

上請求者である弁護士の氏名、弁護士登録番号、事務所所在地、事務所

名、電話番号、ＦＡＸ番号を開示した。 

    他方において、請求に係る者の氏名、利用目的の内容、業務の種類、

依頼者の氏名又は名称、使者(事務職員限定)の住所、氏名、印影、使者

を代理人とする旨の委任状の受任者(使者)の住所、氏名については、そ

れが第三者に関する情報であって開示することにより特定の個人の識別

が可能となり異議申立人以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあ

るとの理由により、また、職務上請求書に押印された請求者の職印およ

び捨印、委任状に押印された請求者の職印及び捨印については、開示に

よって公になれば偽造されるおそれがあるとの理由で、いずれも条例第
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１４条第２号に該当するとして不開示とした。 

⑶  異議申立人は、職務上請求書によって交付された異議申立人世帯全員

の住民票が妻の運転免許証の偽造に利用され、その偽造運転免許証の使

用によって印鑑廃止届と印鑑登録申請手続がなされた結果、上記所有権

移転登記がなされた可能性があり、加害者を特定して損害賠償請求(国家

賠償を含む)や刑事告訴等をする上で、職務上請求書の請求者、使者、利

用目的、利用目的の内容、依頼者の氏名等の記載を知る必要があると主

張する。 

⑷  交付された住民票が、妻の運転免許証の偽造に利用された可能性は否

定できず、ひいては本件住民票交付請求自体が住民票の記載事項を利用

する正当な理由に基づくものだったのか、不正の取得目的を有する者に

よる請求だったのではないかとの疑念は拭いきれない。 

異議申立人によれば、本件は本件職務上請求書によって取得した住民

票が異議申立人の妻の運転免許証の偽造に利用され、妻所有の土地につ

いて勝手に所有権移転登記された事案とし、一連の経緯のなかに犯罪を

構成する加害行為が存在するものとして、捜査機関に対して告発状を提

出している。 

当審査会としても、第三者による交付請求が住民票記載事項を利用す

る正当な理由なく、不正の取得目的による請求であった場合は、第三者

の氏名等の開示を求める本人の利益の保護が優先されることはあるべき

ものと思料する。 

    しかし、上記刑事告発が被疑者不詳とされていることからも明らかな

ように、本件住民票交付請求から不動産転売までの一連の経緯に関与し

た者について、誰がどのような意図をもってどのように関与したかにつ

いて具体的な事実は明らかになっておらず、本件職務上請求書の「依頼

者の氏名又は名称」欄や「使者」欄に記載された者の役割や主観的意図

につき、加害性や不正の取得目的の存在を認定することには慎重さが求

められるところである。 

    したがって、本件不開示情報を開示することによって、依頼者を含む

異議申立人以外の者に関するプライバシー、社会生活上の利益、経済的

利益等を害するおそれは否定できないことから、条例の原則に従い実施

機関が条例第１４条第２号により、第三者の正当な権利利益を害するお

それがあるものとして、また請求者である弁護士の職印については開示

によって偽造されるおそれがあるとして、それぞれ不開示とした本件処

分は妥当である。 

 ４ 以上の次第であるから、当審査会は、異議申立てに理由がないので、前
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記第１のとおり答申するものである 

 

第５ 調査審議の経過 

  当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 

①  平成２８年 １月２６日 諮問の受理（諮問第４１７号） 

②  同 年  ２月 ３日 実施機関から理由説明書を受理 

③  同 年  ２月２２日 異議申立人（代理人）から意見書を受理 

④  同 年  ２月１８日 審議 

⑤  同 年  ３月１７日 審議 

⑥  同 年  ７月２１日 異議申立人（代理人）からの意見聴取及

び審議 

⑦  同 年  ８月１８日 実施機関からの意見聴取及び審議 

⑧  同 年 １０月２０日 審議 

 

さいたま市情報公開・個人情報保護審査会委員 

職   名 氏   名 備   考 

会  長 池 上 純 一 大学教授 

委  員 石 川 和 子 弁護士 

委  員 伊 藤 一 枝 弁護士 

会長職務代理者 柴 田 雅 幸 行政経験者 

委  員 吉 田  聰 弁護士 

（五十音順） 

 


